
山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
八
十
号
　
　
令
和
五
年
五
月
二
十
五
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
五
七

山
梨
県
公
報

第
三
百
八
十
号

令
和
五
年

五
月
二
十
五
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
救
急
病
院
等
の
認
定
（
二
件
）	

三
五
七

○
食
品
衛
生
管
理
者
及
び
食
品
衛
生
監
視
員
の
養
成
施
設
の
登
録
変
更	

三
五
七

○
令
和
五
年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画
の
決
定	

三
五
七

○
道
路
の
区
域
変
更	

三
五
八

公

告

○
公
共
測
量
の
終
了	

三
五
八

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

三
五
八

公
安
委
員
会

○
信
号
機
の
設
置
等
交
通
規
制
の
告
示
の
一
部
改
正	

三
五
八

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
九
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
五
年
五
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
救
急
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

所
在
地

市
立
甲
府
病
院

甲
府
市
増
坪
町
三
百
六
十
六
番
地

二
　
認
定
期
限
　
令
和
八
年
五
月
五
日

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
五
年
五
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
救
急
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

所
在
地

巨
摩
共
立
病
院

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
四
十
番
地

二
　
認
定
期
限
　
令
和
八
年
五
月
八
日

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
一
号

食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
第
十
六
条
（
同
令
第
九
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百

三
十
三
号
）
第
四
十
八
条
第
六
項
第
三
号
及
び
同
令
第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
登
録
を
受
け
た
養
成
施

設
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
二
十
条
第
二
号
（
同
令
第

九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
登
録
養
成
施
設
の
名
称

変
更
前

変
更
後

山
梨
大
学
生
命
環
境
学
部
生
命
工
学
科
及
び
地

域
食
物
科
学
科

山
梨
大
学
生
命
環
境
学
部
生
命
工
学
科
食
品
衛

生
ク
ラ
ス
及
び
地
域
食
物
科
学
科
食
品
衛
生
ク

ラ
ス

二
　
変
更
年
月
日
　
令
和
五
年
四
月
一
日

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
二
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
五
年

度
地
籍
調
査
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
五
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
八
十
号
　
　
令
和
五
年
五
月
二
十
五
日

三
五
八

の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
数
値
撮
影
　
デ
ジ
タ
ル
　
地
上
画
素
寸
法
1
2
c
m
）

二
　
測
量
の
地
域
　
都
留
市
全
域

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
四
年
十
一
月
十
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
　
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

令
和
五
年
五
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
　
南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
字
北
畠
八
百
四
十
七

番
一
の
一
部
、
八
百
五
十
一
番
三
の
一
部
、
八
百
六
十
二
番
一
の
一
部
、
八
百
六
十
二
番
二

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
　
山
梨
県
南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
一
番
地
　
株
式
会

社
　
タ
カ
ム
ラ
生
コ
ン
　
代
表
取
締
役
　
高
村
　
彰
一
郎

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
六
号

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
五
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委 

員 

長
　
　
髙
　
　
橋
　
　
英
　
　
尚

別
表
第
三
の
七
一
八
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
一
八

県
道
富

士
河
口

湖
富
士

線
（
富

士
ス
バ

ル
ラ
イ

ン
）

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖

町
大
字
船
津
字
剣
丸
尾

六
、
六
六
三
番
地
先
（

胎
内
洞
窟
入
口
交
差
点

）
か
ら
南
都
留
郡
鳴
沢

村
大
字
富
士
山
八
、
五

四
五
番
地
の
一
先
（
富

士
ス
バ
ル
ラ
イ
ン
終
点

）
ま
で
の
間
（
二
四
、

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

車
両
（

路
線
バ

ス
、
大

型
バ
ス

、
マ
イ

ク
ロ
バ

ス
、
タ

ク
シ
ー

、
ハ
イ

ヤ
ー
、

軽
車
両

、
下
山

車
両
、

指
定
車

、
許
可

車
、
身

体
障
害

者
等
乗

車
車
両

、
電
気

自
動
車

、
燃
料

電
池
自

動
車
を

除
く
。

）

令
和
五

年
七
月

一
四
日

一
八
時

か
ら
同

年
九
月

一
〇
日

一
八
時

ま
で
の

間

富
士

吉
田

令
和
五
年
五
月
二
五

日告
示
第
五
六
号

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
調
査
を
行
う
者
の
名
称
　
甲
府
市
、
山
梨
市
、
甲
斐
市
、
甲
州
市
、
市
川
三
郷
町
、
早
川
町
及
び

身
延
町

二
　
調
査
地
域
　
甲
府
市
平
瀬
町
及
び
下
帯
那
町
、
山
梨
市
牧
丘
町
牧
平
、
甲
斐
市
吉
沢
、
甲
州
市
塩

山
下
小
田
原
、
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
大
塚
及
び
上
野
、
南
巨
摩
郡
早
川
町
赤
沢
並
び
に
南
巨
摩
郡

身
延
町
北
川
、
相
又
、
伊
沼
、
清
澤
、
大
炊
平
及
び
飯
富
の
各
一
部

三
　
調
査
期
間
　
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
吉
田
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
五
年
六
月
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。令

和
五
年
五
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
線
名
　
河
口
湖
精
進
線

三
　
道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
西
湖
字
桑
留
尾
浜
九
八

九
番
一
地
先
か
ら

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
西
湖
字
桑
留
尾
浜
九
八

九
番
一
地
先
ま
で

旧

七
・
二
～

　
　
　
一
〇
・
六
　
　
一
二
・
二

新

七
・
一
～

　
　
　
　
九
・
〇

　
　
一
二
・
二

公
　
　
　
告

◉
　
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
留
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨
の
通
知
を
受
け
た



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
八
十
号
　
　
令
和
五
年
五
月
二
十
五
日

三
五
九

別
表
第
三
の
七
三
三
の
項
及
び
七
三
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
一
八

県
道
富

士
河
口

湖
富
士

線
（
富

士
ス
バ

ル
ラ
イ

ン
）

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖

町
大
字
船
津
字
剣
丸
尾

六
、
六
六
三
番
地
先
（

胎
内
洞
窟
入
口
交
差
点

）
か
ら
南
都
留
郡
鳴
沢

村
大
字
富
士
山
八
、
五

四
五
番
地
の
一
先
（
富

士
ス
バ
ル
ラ
イ
ン
終
点

）
ま
で
の
間
（
二
四
、

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

車
両
（

路
線
バ

ス
、
大

型
バ
ス

、
マ
イ

ク
ロ
バ

ス
、
タ

ク
シ
ー

、
ハ
イ

ヤ
ー
、

軽
車
両

、
下
山

車
両
、

指
定
車

、
許
可

車
、
身

体
障
害

者
等
乗

車
車
両

、
電
気

自
動
車

、
燃
料

電
池
自

動
車
を

除
く
。

）

令
和
五

年
七
月

一
四
日

一
八
時

か
ら
同

年
九
月

一
〇
日

一
八
時

ま
で
の

間

富
士
吉
田

令
和
五
年
五
月
二
五

日告
示
第
五
六
号

七
三
三

県
営
林

道
南
ア

ル
プ
ス

線

南
ア
ル
プ
ス
市
蘆
安
蘆

倉
一
、
六
一
六
番
地
四

先
（
夜
叉
神
ゲ
ー
ト
）

か
ら
南
ア
ル
プ
ス
市
蘆

安
蘆
倉
一
、
六
八
四
番

地
先
（
広
河
原
分
岐
）

ま
で
の
間
（
一
四
、
五

〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

車
両
（

路
線
バ

ス
、
タ

ク
シ
ー

、
ハ
イ

ヤ
ー
、

指
定
車

、
許
可

車
を
除

く
。
）

令
和
五

年
六
月

二
三
日

か
ら
同

年
一
一

月
五
日

ま
で
の

間
（
各

日
五
時

三
〇
分

か
ら
一

八
時
ま

で
の
間

）

南
ア
ル
プ
ス

令
和
五
年
五
月
二
五

日告
示
第
五
六
号

七
三
四

主
要
地

方
道
南

ア
ル
プ

ス
公
園

線

南
巨
摩
郡
早
川
町
奈
良

田
一
、
〇
五
〇
番
地
先

（
開
運
隧
道
ゲ
ー
ト
）

か
ら
南
ア
ル
プ
ス
市
蘆

安
蘆
倉
一
、
六
八
四
番

地
先
（
広
河
原
分
岐
）

ま
で
の
間
（
一
六
、
二

〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

車
両
（

路
線
バ

ス
、
タ

ク
シ
ー

、
ハ
イ

ヤ
ー
、

指
定
車

、
許
可

車
を
除

く
。
）

令
和
五

年
六
月

二
三
日

か
ら
同

年
一
一

月
五
日

ま
で
の

間
（
各

日
五
時

三
〇
分

か
ら
一

八
時
ま

で
の
間

）

南
部
南
ア
ル
プ
ス

令
和
五
年
五
月
二
五

日告
示
第
五
六
号
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